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特 記 仕 様 書 
 

工 事 名 ：南部中核拠点 維持管理工事 

工事番号  ：第 1-工-1 号 

工事場所 ：五條市阪合部新田町他 

 

第1条 本工事の施工にあたっては「土木工事共通仕様書（案）〔令和8年4月〕（以下「共

通仕様書」という。）、土木工事施工管理基準及び規格値（案）〔令和8年4月〕、土

木請負工事必携〔令和8年4月〕（奈良県 県土マネジメント部）」によるものとする。 

 

第2条 共通仕様書のうち、特に注意する項目は、次のとおりとする。 

 

1-1-1-3 2.設計図書の照査等 

1-1-1-7   コリンズ（ CORINS ）への登録 

1-1-1-12  施工体制台帳 

1-1-1-15 調査・試験に対する協力 

1-1-1-33 事故報告書 （土木請負工事必携参照） 

1-1-1-48 適正なコンクリート工事の施工 （土木請負工事必携参照） 

1-1-1-49  ダンプトラックによる過積載等の防止 （土木請負工事必携参照） 

2-1-2 10. 再生材の使用（土木請負工事必携参照） 

3-1-1-7 2.工事完成図 

 

第3条 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。 
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第１編 共通編 

 

１－１－１－２（用語の定義） 

（工期） 

1. 工期には、休日（土曜、日曜、祝日、夏期休暇 8月 14日～16日）のほか、雨天等によ

る作業不能日を見込んでいる。 

また、実働日数以外に準備期間、後片付け期間を見込んでいる。 

2. 著しい悪天候や気象状況により「雨天等による作業不能日」が前項に示す日数から著し

く乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延

長変更を請求することができる。 

 

１－１－１－３（設計図書の照査等） 

（設計図書の照査） 

 設計図書の照査にあたり、設計図書の照査ガイドライン（工事請負契約におけるガイド

ライン（総合版）令和７年４月 奈良県県土マネジメント部技術管理課）を利用しても良

い。 

掲載ＨＰ：https://www.pref.nara.jp/item/176721.htm 

 

１－１－１－１１（工事の下請負） 

（下請負者の県内建設業者の優先選定） 

受注者は、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手を「県内に主たる営業所」を有

するもの（以下「県内業者」という）の中から選定するように努めること。 

 

（スライド条項の適用にともなう状況の確認及び下請契約における県内業者の活用状況の

確認について） 

1．受注者は、技術管理課ホームページからダウンロードできる「スライド条項の適用に

ともなう状況確認調書 兼 下請契約における県内業者の活用状況確認調書」（以下、「調

書」という。）を作成し、監督職員に提出（報告）するものとする。調書の提出時期は

以下とする。 

① 工事着手前【当初】 

② 内容に変更・追加が生じた場合、その都度【変更】 

③ 最終の変更契約締結後、完成通知前【完成】 

 

2．調書の提出が必要な工事は、工種毎に金額が以下に示す工事とする。 

○土木一式 ：当初設計金額３．４千万円以上 

○舗  装 ：当初設計金額１．１千万円以上 
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○鋼橋（上部工）、PC橋（上部工）、水門、交通安全施設、塗装、さく井 

：当初設計金額２．３千万円以上 

○造園、電気設備、機械設備、通信設備、上下水道設備 

：当初設計金額５．７千万円以上 

ただし、上記の金額未満の工事であっても、スライド条項の適用にともなう契約金額

の変更を行った工事は、受注者と協議を行い、対応可能な段階から調書を提出すること

とする。 

 

3．なお、調書を提出する工事は、土木請負工事必携〔奈良県県土マネジメント部〕の「30．

県内業者・県内産建設資材の活用について」で定める、県内下請業者と契約しない理

由書（様式３）の提出は求めないこととする。 

 

１－１－１－２１（建設副産物） 

（再生資源利用計画・再生資源利用促進計画）  

 再生資源利用計画書および再生資源利用促進計画書の提出様式については、技術管理課

ＨＰ又は国土交通省ＨＰからダウンロードし使用すること。なお、建設副産物情報交換シ

ステム（COBRIS）を利用した場合も、再生資源利用計画書および再生資源利用促進計画書

を紙媒体で提出すること。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画書および

再生資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に揚げなければならない。 

 

１－１－１－２６（施工管理） 

（土木工事請負日誌） 

受注者は、日付、曜日、天候、気温、雨量、作業員の出勤状況、作業の実施内容等につ

いて記録し、監督職員又は検査職員より請求があった場合は提示しなければならない。 

 

１－１－１－２７（履行報告） 

（工事履行報告書の提出） 

受注者は、工事打合せ簿（報告事項）として、施工計画に示した計画工程表等に実施工

程を上書きで示し、進捗率を明記したうえで前月の進捗状況を翌月月初めに監督職員に提

出するものとする。 

また、週間工程表については、監督職員が指示した場合のみ作成することとし、翌週の

実施内容を前週末までに監督職員に提出するものとする。 

 

１－１－１－３０（工事中の安全確保） 

（近接施工） 

・本工事と同時期に除草業務委託を発注しているため、工事作業及び工事用車両の搬入出
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にあたっては安全確保に努めること。 

 

１－１－１－３４（環境対策） 

 工事箇所における騒音規制や振動規制に関する法律、条例及び規制等に則り適切に作業

を行うこと。 

（低騒音型の使用） 

①本工事の施工にあたっては「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和 62 年 3 月 30

日建設省経機発第 58号）に基づき低騒音型建設機械の使用原則を図る地域であるため、「低

騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成 9 年度建設省告示第 1536 号）に基

づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、これにより難い場合は、

必要書類を提出し監督職員と協議するものとする。 

上記において、「これにより難い場合」とは、供給側に問題があり、低騒音型建設機械を

調達することができない場合であり、受注者の都合で調達できない場合は認めない。なお、

低騒音型建設機械を使用する場合、施工現場において使用する建設機械の(新基準'97 ラベ

ル)が確認できる写真を監督職員に提出するものとする。また、（旧基準'89ラベル）の機種

においても新基準の指定を受けているケースもあるため建設機械メーカーに確認し、新基

準'97ラベルに貼替えを行うこと。 

 

②本工事の施工にあたっては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成 9

年度建設省告示第 1536号）に基づき指定された低騒音型建設機械の使用は考えていないが、

現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は監督職員と協議するも

のとし、低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、供給側に問題があり、低騒音

型建設機械を調達することができない場合（受注者の都合で調達できない場合は認めない）

は必要書類を監督職員に提出するものとする。なお、低騒音型建設機械を使用する場合、

施工現場において使用する建設機械の（新基準'97ラベル）が確認できる写真を監督職員に

提出するものとする。また、（旧基準'89 ラベル）の機種においても新基準の指定を受けて

いるケースもあるため建設機械メーカーに確認し、新基準'97 ラベルに貼替えを行うこと。 

 

（超低騒音型の使用） 

③本工事の施工にあたっては「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和 62 年 3 月 30

日建設省経機発第 58号）に基づき低騒音型建設機械の使用原則を図る地域であるため、「低

騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成 9 年建設省告示第 1536 号）に基づ

き指定された下記の超低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、これにより難い

場合は、必要書類を提出し監督職員と協議するものとする。上記において、「これにより難

い場合」とは、配給側に問題があり、低騒音型建設機械を調達することができない場合で

あり、受注者の都合で調達できない場合は認めない。なお、超低騒音型建設機械を使用す
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る場合、施工現場において使用する建設機械の(新基準'97ラベル)が確認できる写真を監督

職員に提出するものとする。また、（旧基準'89 ラベル）の機種においても新基準の指定を

受けているケースもあるため建設機械メーカーに確認し、新基準'97ラベルに貼替えを行う

こと。 

 

（建設機械への不正軽油の使用禁止） 

１． 受注者は、地方税法を遵守し、不正な軽油を燃料としている工事車両を使用しないも

のとする。 

２． 受注者は、現場で県が行う使用燃料の抜き取り調査等に協力するとともに、調査の際 

は現場代理人が立ち会うこと。 

 

１－１－１－３６（交通安全管理） 

（標示板の設置） 

 受注者は、道路工事でない場合においても土木請負工事必携〔令和 8年 4月〕「11.道路

工事現場における標示施設等の設置基準」に準じ、県民にわかりやすい標示板を設置する

ものとする。 

 標示板に記載する工事種別及び工事内容は以下のとおりとする。 

  工事種別：南部中核拠点 維持管理工事 

  工事内容：県有地内の維持管理工事をしています 

 

１－１－１－３８（諸法令の遵守） 

 受注者は、労働基準法等の趣旨に則り、労働時間について遵守しなければならない。 

 受注者は、道路法、道路運送車両法及び道路交通法の趣旨に基づき、資材運搬等に必要

な車両の諸元について当該法律を遵守しなければならない。 

 なお、道路法第 47条第１項に該当する車輌を通行させる際には事前に道路管理者の許可

を得ていることを確認しなければならない。 

 

１－１－１－４４（保険の付保及び事故の補償） 

本工事において、受注者は法定外の労災保険※に付さなければならない。また、保険契約

締結後は契約書第 57条に基づき、その証券等を発注者に提示し、工事打合簿を提出するこ

と。 

 なお、法定外の労災保険にかかる保険料等の費用は現場管理費率の中に計上されている。 

※法定外の労災保険：従事する者の業務上の負傷等に対する補償のための保険で、国の労

働災害補償保険（労災保険）とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とした保険 
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１－１－１－４７（交通誘導警備員の配置） 

【公安委員会が必要と認めた路線（区間）以外の場合）】 

1. 交通誘導警備員は「警備業法（昭和 47年 7月 5日法律第 117号）」第 4条による認定を

受けた警備業者の警備員を配置すること。 

2. 交通誘導警備員については、下表のとおりとする。工事の実工程等による交通誘導警備

員の増減は設計変更の対象とはしないものとする。ただし、発注者と所轄警察署との協

議結果により、交通誘導警備員編成が変わる場合は、設計変更の対象とする。 

3. 工事内容に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし設計変

更の対象とする。 

配置場所 交通誘導 

警備員 

編成 昼夜 

別 

交替要員 

の有無 

備考 

① 市道中富貴線 

② 大野町構造改善センター前 

③ 市道大野６号線 

３名／日 交通誘導警備員Ｂ：３名 昼間 無  

交通誘導警備員Ｂ：警備業者の警備員（警備業法第 2 条第 4 項に規定する警備員をいう。）

で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第 1条第 4 号

に規定する交通誘導警備業務をいう）に従事する交通誘導警備業務に

係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員以外の交通の誘導に

従事するもの 

 

１－１－１－５０（建設副産物の処分） 

（建設副産物の搬出） 

１． 本工事の施工により発生する建設副産物の搬出については、下記により扱うこととす

る。 

 

 本工事における特定建設資材廃棄物については、再資源化等施設に搬出するものする。

なお、積算上見込んでいる受入場所（施設）は下表のとおりであるが、あくでも積算上の

条件明示であり、搬出先を指定するものではない。また、受入施設の変更にかかる設計変

更の取扱いは、２．によるものとする。 

 但し、建設工事請負契約書における「７ 解体工事に要する費用等（３）再資源化等を

する施設の名称及び所在地」に定める事項については、契約締結時に発注者と受注者の間

で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であっ

た場合でも設計変更の対象としない。 
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建設副産物 受入場所（施設） 

 

片道 

運搬距離 

受入期間 

及び受入時間 

その他受入条件 

アスファルト殻 

 

五條市二見５丁目１１８３

－１他 

（株）ヤマト興産 

4.5km 

 

昼間受入 8:00～17:00 

（日曜・祝日を除く） 

 

 

２．本工事の施工により発生する建設副産物の搬出（１．（１）①の場合を除く）につい

て、受入施設の変更にかかる設計変更の取り扱いは以下のとおりとする。 

  受注者の責によるものでないやむを得ない理由により、受入施設の変更を行う場合は、

監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。 

  受注者の責によるものでないやむを得ない理由とは、以下の（１）～（５）である。 

（１）受入施設の受入可能量の超過、施設の故障等、受入側の事情により受入が不可能と

なった場合 

（２）受入場所（施設）までの運搬経路に支障が生じ運搬が不可能となった場合、もしく

は迂回経路の運搬距離が著しく延びる場合 

（３）発生した建設副産物の形状等が、受入条件と一致することが困難になった場合  

（４）受入施設の不適正な行為を行政機関等が確認した場合 

（５）受入施設が廃棄物処理法に基づく許可の失効、もしくは行政処分を受けた場合 

 

 なお、受注者の都合による受入施設の変更は、監督職員と協議の上、建設発生土につい

ては公的な受入施設又は奈良県県土マネジメント部に建設発生土受入業者として登録して

いる県内の民間受入施設に限って、また、建設廃棄物については、「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」や「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」

等関係法令や「建設副産物適正処理推進要綱」などに基づき適切に処理する場合に限って

認めるものとし、設計金額の変更は減額となる場合のみを対象とする。 

 

３．産業廃棄物の搬出にあたっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）等により、適正

に処理されていることを確かめるとともに監督職員又は検査職員に提示しなければならな

い。また、産業廃棄物受入施設が発行する受入時の計量伝票の写しを監督職員に提出する

とともに、監督職員又は検査職員より請求があった場合には直ちに原本を提示すること。 

 なお、特別管理産業廃棄物（アスベスト等）については、受入時の計量伝票の写し及び

産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを提出すること。 

 

（舗装の切断作業時に発生する排水の処理） 

 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切

断機械等により回収するものとする。 
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回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と

認められた経費については設計変更できるものとする。 

「適正に処理」するとは、廃棄物処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）

に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処

理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。 

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）を監督職員に提

示しなければならない。 

 

（産業廃棄物税） 

 本工事で発生する産業廃棄物のうち、奈良県内の最終処分施設に直接搬出する産業廃棄

物については、「奈良県産業廃棄物税条例」に基づく産業廃棄物税が課税されるので適正に

対処するものとする。 

 なお、本工事では産業廃棄物税相当額を見込んでいる。 

 

 

第２編 材料編 

 

第２節（工事材料の品質） 

 

２－１－２ ７．（奈良県産品の利用促進） 

（奈良県産品及び奈良県リサイクル認定製品） 

１． 受注者は、地場産業の活性化・循環資源の有効利用を図るため、建設資材・物品等

調達については、奈良県産品及び奈良県リサイクル認定製品を使用することに努める

こと。 

Ａ 奈良県産品とは次に示すものとする。 

・県内の工場等（本店が県内にあり、工場が県外にある場合も含む）で製造・加工さ

れた資材・製品 

Ｂ 奈良県リサイクル認定製品とは次に示すものとする。 

・奈良県リサイクル認定製品パンフレットに土木資材として掲載されている製品 

 

２． 受注者は、建設資材及び奈良県リサイクル認定製品の使用については、次に示す①

から③の報告書（様式１）を監督職員に提出しなければならない。 

①資材調達予定を工事着手前に報告 【当初報告】 

②当初報告に変更・追加が生じた場合【変更・追加報告】 

③資材調達結果を完成検査前に報告 【完成報告】 
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（様式 1,2）掲載 HP ： https://www.pref.nara.jp/52278.htm 

 

３． 受注者は、奈良県産品（以下「県内産建設資材」という。）が調達できるにもかかわ

らず使用しない場合は、その理由を付した書面（様式２）を監督職員に提出しなけれ

ばならない。様式２の提出時期は、様式１と同じとする。 

 

４． 上記２．の報告内容により下記条件を満たせば、工事成績評定の際に加点評価する。 

ただし、諸経費に含まれる資材、転用可能な資材（任意仮設材）等や工場製品の材料

に使用されるものは対象外とする。 

 

Ａ 県内産建設資材（３品目）を品目毎に全種類・全量を使用 

    （工事特性の考査項目で品目毎に１点、最大３点を加点） 

※「品目毎」とは、生コンクリートについて全種類・全量使用・・・・・・１点 

コンクリート二次製品について全種類・全量使用・・・１点 

道路舗装材料類について全種類・全量使用・・・・・・１点 

それぞれで１点、最大３点の加点 

Ｂ  奈良県リサイクル認定製品（土木資材）を全量使用 

    （工事特性の考査項目で２点を加点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.nara.jp/52278.htm
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共 通 

 

共通－１（設計変更等） 

設計変更等については契約書及び本特記仕様書の定めによるが、具体的な考え方

や手続きについては、「工事請負契約におけるガイドライン（総合版）令和７年４月

（奈良県 県土マネジメント部 技術管理課）」によるものとする。 

 

共通－２（工事書類の作成） 

１． 工事書類作成にあたっては、別に定める「土木工事書類作成マニュアル(案)（令

和８年４月）（奈良県 県土マネジメント部 技術管理課）」に基づき実施するものと

する。 

２． 工事書類作成にあたっては、別に定める「土木工事書類作成スリム化ガイド（令

和８年４月）（奈良県 県土マネジメント部 技術管理課）」を参考に受発注者間で工

事書類のスリム化、資料等作成者の役割分担の明確化に留意すること。 

３． 「工事関係書類一覧表」により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書

類の位置付け」に関して「協議」するものとする。また、「協議」の内容を変更する

場合は、改めて、受発注者間で協議を行うものとする 

４． 電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙で

の提示、提出は行わないものとする。 

 

共通－３（週休２日工事の試行） 

本工事は、発注者指定型の週休２日試行工事である。 

実施については、奈良県県土マネジメント部技術管理課ホームページで公開して

いる『奈良県県土マネジメント部「週休２日試行工事」実施要領』（令和７年８月１

日）により行うものとする。 

 

共通－４（快適トイレの導入試行） 

本工事は、建設工事現場における「快適トイレ」導入試行の対象工事である。 

    実施については、奈良県県土マネジメント部技術管理課ホームページで公開して

いる『建設現場における「快適トイレ」導入試行要領』（令和７年８月１日）により

行うものとする。 

 

共通－５（情報共有システムの利用） 

本工事は、ＡＳＰ方式の情報共有システムの利用の利用対象工事である。 

実施については、奈良県県土マネジメント部技術管理課ホームページで公開して

いる『奈良県県土マネジメント部「情報共有システム」利用要領』（令和６年８月１
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日）により行うものとする。 

 

共通－６（ウィークリースタンスの実施） 

本工事は、ウィークリースタンスの対象工事である。 

実施については、奈良県県土マネジメント部技術管理課ホームページで公開して

いる『ウィークリースタンス実施要領』（令和８年４月１日）により行うものとす

る。 

 

その他－７（熱中症対策） 

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。 

    実施については、奈良県県土マネジメント部技術管理課ホームページで公開して

いる『熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領』（令和４年８月１日）によ

り行うものとする。 

 

その他－８（現場環境改善） 

本工事は、現場環境の改善を図るため、熱中症対策・防寒対策を実施する対象工

事である。 

    実施については、奈良県県土マネジメント部技術管理課ホームページで公開して

いる『現場環境改善費（熱中症対策・防寒対策）に係る積算要領』（令和７年８月１

日）により行うものとする。 

 

その他－９（遠隔臨場） 

本工事は、建設現場の遠隔臨場に関する試行工事【受注者希望型】である。 

    実施については、奈良県県土マネジメント部技術管理課ホームページで公開して

いる『建設現場の遠隔臨場に関する試行要領（案）』（令和３年５月）により行うも

のとする。 

 

その他－１（建設リサイクル法） 

 （対象工事の事前説明） 

   受注予定者は、請負契約前（契約書提出時）に、建設リサイクル法第１２条第１項

に基づく書面を提出しなければならない。 

   書面の様式及び記入例については、下記ホームページを参照のこと。 

   （参考ホームページURL : https://www.pref.nara.jp/52881.htm） 

なお、本工事における[工作物の状況]および[搬出経路]は以下のとおりとする。 

 [工作物の状況]：築年数  例）コンクリート造４０年、不明 

 [通学路の有無]：     例） 有 


